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 水道事業者、工業用水道事業者としての排出
量を把握することを念頭に、事業活動に、水道
事業者等が関与する事務所や自動車からの
排出についても本マニュアルに記載する。なお、
関係部局への協力等の記載ができないか検討
する。

 工事に関する排出量削減対策について、上水
道・工業用水道部門においても参考となる情
報を収集し、有効な対策を例示できるか検討
する。（次年度以降）
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 様々な事業体の地形的特徴等を考慮に入れ
た目安の算定は困難であるため、目安値は設け
ないこととする。なお、本WGの検討対象外のた
め参考となるが、各水道事業者の排出量を可
視化した見える化ツールについて検討を行う。
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 電気の使用に伴う排出量の算定に用いる排出係数について、
非化石価値付の電力を考慮できるよう、電力プランに応じ
た算定・報告・公表制度の基礎排出係数を用いるか、調
整後排出係数を用いるか等の方法での記載を検討する。

 エネルギー消費量の削減努力を評価するため、エネルギー
消費量を目標として設定することや目標値の算出にあたり
用いている排出係数を固定値としてCO2排出量を算出す
ることも有効である旨の記載を検討する。
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下水道事業における PPP/PFI 手法選択のためのガイドライン 国土交通省
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